
  

一 

令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８６号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
が
職
員
を
任
免
す
る
場
合
に
お
い
て
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば 

 
 

 

 
 

な
ら
な
い
職
員
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部 
 

 
 

 
 

を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 

二 

○ 

病
院
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

病
院
局
訓
令 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

規

則 

 

地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
が
職
員
を
任
免
す
る
場
合
に
お
い
て
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

職
員
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
が
職
員
を
任
免
す
る
場
合
に
お
い
て
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
職
員
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
が
職
員
を
任
免
す
る
場
合
に
お
い
て
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

職
員
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

表
千
葉
県
病
院
局
の
項
中
「
の
長
」
の
下
に
「
、
担
当
病
院
長
」
を
、
「
所
長
」
の
下
に
「
、
セ
ン

タ
ー
長
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
二
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年

千
葉
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

表
千
葉
県
病
院
局
の
項
中
「
の
長
」
の
下
に
「
、
担
当
病
院
長
」
を
、
「
所
長
」
の
下
に
「
、
セ
ン

タ
ー
長
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
医
療
局
」

を
「
医
療
局
、
精
神
科
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
、
災
害
医
療
局
」
に
、
「
災
害
医
療
対
策
室
」
を
「
感
染
管

理
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
局
に
」
を
「
局
及
び
セ
ン
タ
ー
に
」
に
、
「
又
は
課
」
を
「
、
課

等
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
科
」
の
下
に
「
又
は
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
項
の
表
医
療
局
の
項
診
療
部
の

目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

救
急
診
療
部 

循
環
器
内
科 

脳
神
経
外
科 

脳
神
経
内
科 

心
臓
血
管
外

科 

外
科 

整
形
外
科 

形
成
外
科 

集
中
治
療
科 

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科 

麻
酔
科 

栄
養
科 

臨
床
工
学
科 

 

第
六
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

精
神
科
救 

精
神
診
療
部 

精
神
科 

精
神
科
医
療
相
談
科 

精
神
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

10 

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第８６号 令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 
 

 
 

急
医
療
セ

ン
タ
ー 

 

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
セ
ン
タ
ー 

 
災
害
医
療

局 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

 

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ 

 

 

第
六
条
第
三
項
中
「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
各
局
」
を

「
各
局
、
精
神
科
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
災
害
医
療
対
策
室
」
を
「
感
染
管
理
室
」
に
改
め
、
同

項
事
務
局
の
部
第
九
号
中
「
局
」
を
「
局
、
精
神
科
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
災
害
医
療
対
策
室
」

を
「
感
染
管
理
室
」
に
改
め
、
同
項
医
療
局
の
部
第
一
号
中
「
診
療
」
の
下
に
「
（
精
神
科
救
急
医
療
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

精
神
科
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー 

 

一 

精
神
科
診
療
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

社
会
復
帰
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

精
神
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

訪
問
診
療
及
び
訪
問
看
護
に
関
す
る
こ
と
（
精
神
科
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。 

 
 

災
害
医
療
局 

 

一 

災
害
医
療
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
六
条
第
三
項
看
護
局
の
部
第
一
号
中
「
看
護
」
の
下
に
「
（
精
神
科
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
災
害
医
療
対
策
室
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

感
染
管
理
室 

 

一 

感
染
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
七
条 

削
除 

 

第
十
三
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

７ 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
に
担
当
病
院
長
を
置
く
。 

８ 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
の
精
神
科
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。 

 

第
十
三
条
中
第
十
七
項
を
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
の
表
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
救

急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項

を
削
り
、
同
条
第
十
六
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
九
項
と
し
、
第
九
項
か
ら

第
十
四
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

９ 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
の
科
（
医
療
局
救
急
診
療
部
及
び
精
神
科
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
精
神

診
療
部
の
科
に
限
る
。
）
に
部
長
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
、
栄
養
科
及
び
臨
床
工
学
科
並
び
に
精

神
科
医
療
相
談
科
に
あ
っ
て
は
、
科
部
長
）
を
置
く
。 

 
 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
に
部
長
を
置
く
。 

 
 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
の
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
及
び
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
に
部
長
を
置
く
。 

 
 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
の
精
神
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
室
長
を
置
く
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
病
院
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
九
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
所
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

セ
ン
タ
ー
長
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
長 

部
長 

次
長 

主
任
医
長 

医
長 

室
長 

科
部
長 

副
薬
剤
部
長 

副
看
護
局
長 

上
席
看
護

師
長 

看
護
師
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

担
当
病
院
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
分
掌
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
執
行
に
関
し
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
医
事
管
理
課
長
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

病
院
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
一
号 

 

に
改
め
、
同
表
病
院
長 

副
病
院
長 

局
長 

 

 

12 
 

 

11 
 

 

10 
 

 

第
四
条
第
一
項
の
表
中
「
所
長
」
を 
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病
院
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
病
院
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
及
び

看
護
師
で
あ
る
職
員
、
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
医
師
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
中
「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
精
神

科
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
、
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災

害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災

害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
ハ
中
「
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

総
合
救
急
災

害
医
療
セ
ン

タ
ー 

一 

看
護
師
（
精
神
科
医
療
に
関
す
る
看
護
等
の
業
務
に
従
事
す

る
職
員
（
以
下
「
精
神
科
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
、
夜
勤
専
従
職
員
に
限
る
。
） 

三
・
六
五 

二 

看
護
師
（
精
神
科
看
護
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
夜
勤

専
従
職
員
に
限
る
。
） 

三
・
一
五 

 

三 

精
神
保
健
に
関
す
る
イ
ン
テ
ー
ク
業
務
及
び
各
種
相
談
業
務

に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員 

四 

診
療
放
射
線
技
師
（
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
を
含
む
。
）
の

業
務
を
行
う
こ
と
を
常
例
と
す
る
有
資
格
の
職
員 

五 

臨
床
検
査
技
師
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
常
例
と
す
る
有
資
格

の
職
員 

六 

臨
床
工
学
技
士
及
び
理
学
療
法
士 

二
・
六
五 

 
 

 

 
 

 

 

七 

作
業
療
法
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
常
例
と
す
る
有
資
格
の

職
員 

八 

言
語
聴
覚
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
常
例
と
す
る
有
資
格
の

職
員 

九 

看
護
師
（
精
神
科
看
護
職
員
に
限
り
、
看
護
局
長
、
主
幹
及

び
夜
勤
専
従
職
員
を
除
く
。
） 

 

 

十 

医
師 

二
・
五 

 

十
一 

看
護
師
（
看
護
局
長
、
主
幹
、
夜
勤
専
従
職
員
及
び
精
神

科
看
護
職
員
を
除
く
。
） 

二
・
一
五 

 

十
二 

薬
剤
師 

一 

 

十
三 

医
療
福
祉
相
談
員
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
常
例
と
す
る
職

員 

十
四 

管
理
栄
養
士
及
び
栄
養
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
常
例
と

す
る
有
資
格
の
職
員 

十
五 

看
護
局
長
及
び
主
幹
（
看
護
局
に
所
属
す
る
職
員
に
限

る
。
） 

〇
・
六
五 

 

別
表
第
七
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

「 

」
を
「 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

」
を
「 

」 

に
、
「 

」
を
「 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
十
五
病
院
の
項
中 

精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
ど
も
病
院 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
科
部
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

精
神
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
室
長
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
別
表
第
十
七
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

救
急
医
療
セ
ン
タ
ー 

精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー 

こ
ど
も
病
院 

循
環
器
病
セ
ン
タ
ー 

佐
原
病
院 

病

院

長 

副

病

院

長 

技

監 

医

療

局

長 

診

療

部

長 

（

部

長

） 

部

長 

主

任

医

長 

 

 

別
表
第
十
一
４
級
の
項
中
「 ２

 
副
病
院
長
の
職
務

 
 

 

」
を 

 ２
 
担
当
病
院
長
の
職
務

 

３
 
副
病
院
長
の
職
務

 

に
、 

 

３
 

 
４

 
 

４
 
医
療
局
長
又
は
研
究
所
長
の
職
務

 

５
 

 
６

 
 

 
５

 
医
療
局
長
、
災
害
医
療
局
長
、
研
究
所
長
又
は
セ
ン
タ
ー
長
の
職
務

 
 

７
 

 
６

 
 

「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー 

 

こ
ど
も
病
院 

 
 

 
 

 
 

」 

「
科
部
長
」
を 

 
 

に
改
め
、
同
表
の
備
考
を
削
る
。 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第８６号 令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 

め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
十
八
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

め
る
。 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

幹
の
職
務
の
級
は
六
級
と
し
、
副
主
幹
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン

タ
ー 

病

院

長 

担

当

病

院

長 

副

病

院

長 

技

監 

医

療

局

長 

災

害

医

療

局

長 

セ

ン

タ

ー

長 

救

急

診

療

部

長 

精

神

診

療

部

長 
（

部

長

） 

部

長 

主

任

医

長 
こ
ど
も
病
院 

循
環
器
病
セ
ン
タ
ー 

佐
原
病
院 

病

院

長 

副

病

院

長 

技

監 

医

療

局

長 

診

療

部

長 

（

部

長

） 

部

長 

主

任

医

長 

 

 

救
急
医
療
セ
ン
タ
ー 

こ
ど
も
病
院 

循
環
器
病
セ
ン
タ
ー 

佐
原
病
院 

 

薬

剤

部

長 

検

査

部

長 

副

薬

剤

部

長 

科

部

長 

主
任
上
席
専
門
員 

上

席

専

門

員 

精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー 

 

薬

剤

検

査

部

長 

科

部

長 

主
任
上
席
専
門
員 

上

席

専

門

員 

 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ

ン
タ
ー 

こ
ど
も
病
院 

循
環
器
病
セ
ン
タ
ー 

佐
原
病
院 

 

薬

剤

部

長 

検

査

部

長 

副

薬

剤

部

長 

科

部

長 

主
任
上
席
専
門
員 

上

席

専

門

員 

 

 

に
改 

救
急
医
療
セ
ン
タ
ー 

循
環
器
病
セ
ン
タ
ー 

 

看

護

局

長 

副

看

護

局

長 

上

席

看

護

師

長 

看

護

師

長 

(

主

任

看

護

師)
 

主

任

看

護

師 

(

技

師)
 

精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー 
 

看

護

局

長 

副

看

護

局

長 

上

席

看

護

師

長 

看

護

師

長 

(

主

任

看

護

師)
 

主

任

看

護

師 

(

技

師)
 

こ
ど
も
病
院 

看

護

局

長 
 

副

看

護

局

長 

上

席

看

護

師

長 

看

護

師

長 

(

主

任

助

産

師)
 

(

主

任

看

護

師)
 

主

任

助

産

師 

主

任

看

護

師 

(

技

師)
 

 

 

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
二
号
中
「
副
主
幹
」
を
「
主 

 

 

別
表
第
十
九
号
中 

 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ

ン
タ
ー 

看

護

局

長 
 

副

看

護

局

長 

上

席

看

護

師

長 

看

護

師

長 

(
主

任

看

護

師)
 

主

任

看

護

師 

(

技

師)
 

こ
ど
も
病
院 

看

護

局

長 
 

副

看

護

局

長 

上

席

看

護

師

長 

看

護

師

長 

(

主

任

助

産

師)
 

(

主

任

看

護

師)
 

主

任

助

産

師 

主

任

看

護

師 

(

技

師)
 

循
環
器
病
セ
ン
タ
ー 

 

看

護

局

長 

副

看

護

局

長 

上

席

看

護

師

長 

看

護

師

長 

(

主

任

看

護

師)
 

主

任

看

護

師 

(
技

師)
 

  

 

を 
 

 
 



  

五 

令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８６号 
 

別
表
第
二
十
一
病
院
の
項
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

総
合
救
急
災
害

医
療
セ
ン
タ
ー 

病
院
長 

一
種 

担
当
病
院
長 

一
種 

副
病
院
長 

二
種 

医
療
局
長 

二
種 

災
害
医
療
局
長 

二
種 

 
セ
ン
タ
ー
長 

二
種 

 
救
急
診
療
部
長 

二
種 

 

精
神
診
療
部
長 

二
種 

 

事
務
局
長 

三
種 

 

看
護
局
長 

三
種 

 

次
長 

四
種 

 

救
急
診
療
部
長
及
び
精

神
診
療
部
長
以
外
の
部

長
（
局
長
が
定
め
た
も

の
を
除
く
。
） 

四
種 

 

別
表
第
二
十
一
病
院
の
項
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
の
目
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
十
四 

一 

保
健
衛
生
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
項 

 

診
療
手
当
の
目

中
「
理
事
」
を
「
担
当
病
院
長
、
理
事
」
に
、
「
又
は
研
究
所
長
」
を
「
、
研
究
所
長
、
災
害
医
療
局
長

又
は
セ
ン
タ
ー
長
」
に
、
「
診
療
部
長
」
を
「
診
療
部
長
、
救
急
診
療
部
長
又
は
精
神
診
療
部
長
」
に
改

め
、
同
項 

 

救
急
搬
送
調
整
手
当
の
目
中
「
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン

タ
ー
」
に
改
め
、
同
表 

七 

危
険
現
場
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
項
中
「
救
急
医
療

セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
三
項
中
「
（
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
医
事
管
理
課
長
。
第
七
条
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
四
号
中
「
、
第
七
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
及
び
研
究
所
」
を
「
、
研
究
所
及
び
精
神
科
救

急
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
の
二
中
「
、
組
織
規
程
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
及
び
経
営
戦
略
部
」
を
削
り
、
同
条
第
五

号
中
「
、
第
七
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
の
二
中
「
第
十
三
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第

二
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
の
三
と
し
、
同
条
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九
の
二 

担
当
病
院
長 

組
織
規
程
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
担
当
病
院
長
を
い
う
。 

 

第
二
条
第
十
号
中
「
局
長
及
び
」
を
「
局
長
、
」
に
改
め
、
「
所
長
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
八
項
に

規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
長
」
を
加
え
、
同
条
第
十
号
の
二
中
「
第
十
三
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二

十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
十
項
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
一
項
、
第
十
四
項
及
び
第
十

六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
八
項
、
第
十
項
及
び
第
十
四
項
」
を
「
第
十
四
項
及
び
第
十
八

項
」
に
改
め
、
「
、
精
神
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
部
長
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
部
長
」

を
削
る
。 

 

第
五
条
第
三
項
中
「
部
（
組
織
規
程
第
五
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
設
置
す
る
グ
ル
ー
プ
及
び
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
の
長
」
を
「
部
等
の
長
で
あ
っ
て
、
組
織
規
程
第

十
三
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
十
一
項
、
第
十
四
項
及
び
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
部

長
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
長
代
決
者
） 

第
五
条
の
二 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
の
病
院
長
（
以
下

「
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
長
」
と
い
う
。
）
に
事
故
の
あ
る
と
き
は
、
担
当
病
院
長
が
担

当
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
当
該
担
当
病
院
長
、
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
副
病
院
長
が
置
か
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
副
病
院
長
、
副
病
院
長
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
出
先
機
関
の
局
、

前
立
腺
セ
ン
タ
ー
等
又
は
室
の
う
ち
、
出
先
機
関
主
務
局
長
、
前
立
腺
セ
ン
タ
ー
部
長
等
又
は
出
先
機

関
主
務
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。 

２ 

総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
長
及
び
担
当
病
院
長
が
と
も
に
事
故
の
あ
る
と
き
は
、
副
病
院

長
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
副
病
院
長
、
副
病
院
長
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

出
先
機
関
の
局
、
前
立
腺
セ
ン
タ
ー
等
又
は
室
の
う
ち
、
出
先
機
関
主
務
局
長
、
前
立
腺
セ
ン
タ
ー
部

 

（一） 

 

（五） 
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長
等
又
は
出
先
機
関
主
務
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
長
及
び
担
当
病
院

長
が
と
も
に
事
故
の
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
出
先
機
関
主
務
局
長
、
前
立
腺
セ
ン
タ
ー
部
長
等
又
は
出

先
機
関
主
務
室
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

中
「
病
院
長
及
び
副
病
院
長
が
と
も
に
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
長
、
担
当
病
院
長
及
び
副
病
院
長
が
い

ず
れ
も
」
と
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
中
「
、
病
院
長
」
と
あ
る
の
は
「
、
病
院
長
、

担
当
病
院
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
担
当
病
院
長
代
決
者
） 

第
五
条
の
三 

第
五
条
の
規
定
は
、
担
当
病
院
長
に
事
故
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
病
院
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
担
当
病
院
長
に
」
と
、
同
条
第
二
項
か

ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
中
「
、
病
院
長
」
と
あ
る
の
は
「
、
担
当
病
院
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

第
九
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
及
び
」
を
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
及
び
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項
を

第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
副
課
長
相
当
職
」
の
下
に
「
以
上
」

を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
副
課
長
相
当
職
」
の
下
に
「
以
上
」
を
、
「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
所
属
職

員
（
副
課
長
相
当
職
以
上
の
職
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
」
を

加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

４ 

担
当
病
院
長
は
、
担
当
す
る
事
務
の
う
ち
病
院
長
が
指
定
す
る
事
項
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

別
表
事
務
局
の
項
病
院
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
担
当
病
院

長
、
」
を
加
え
、
同
項
出
先
機
関
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
七
号
中
「
、
看
護
休
暇
」
を
「
及
び
看
護
休
暇

並
び
に
所
属
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
五
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
行
政
文
書
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
千
葉
県
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
千
葉
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

千
葉
県
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー 

総
救
セ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
三
十
一
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

担
当
病
院
長 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

病

院

局

訓

令 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
研
修
規
程
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
（
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
医
事
管
理
課
長
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

          

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
（
二
二
三
）
二
六
五
八 

 


